
問 国保年金課　【国民健康保険について】　　　  ℡0299-90-1142
　 　　　　　　【後期高齢者医療制度について】  ℡0299-90-1143

マイナンバーカードと健康保険証の一体化

　12月2日（月）以降は、国の方針に基づき、これまでの健康保険証が廃止され、健康保険証の利用登録をし
たマイナンバーカード（以下、マイナ保険証）を基本とする仕組みに移行されます。現行の健康保険証は発行
されなくなり、再発行や新規加入に伴う保険証の発行はできません。

国民健康保険
●現行の保険証
　�　12月1日までに発行された保険証は、有効期限
まで、または神栖市の国民健康保険の資格を喪失
するまで使用することができます。
　�　なお、国民健康保険の加入・脱退の届出は、こ
れまでどおり必要となります。
●資格確認書・資格情報のお知らせ
　�　12月2日以降は「資格確認書」または「資格情報
のお知らせ」を交付します。
⃝�マイナ保険証を持っている方
　�　健康保険の資格情報を確認できる「資格情報の
お知らせ」を交付します。
⃝�マイナンバーカードを持っていない方、マイナン
バーカードを保険証として利用する登録をしていない
方、マイナンバーカードを紛失・更新中の方など
　�　「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医
療機関などの窓口で提示し、今までと同様に医療
給付を受けることができます。

後期高齢者医療制度
●現行の保険証
　�　12月1日までに発行された保険証は、有効期限
まで使用することができます。
●資格確認書・資格情報のお知らせ
⃝�2025年8月の年次更新までの間の暫定的な運用
として、12月2日以降に新規で資格を取得した方、
保険証の記載事項に変更が生じた方および紛失な
どに伴う再交付を申請する方については、マイナ
保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」が
交付されます
⃝�2025年8月以降は、マイナ保険証を持っている
方には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証を
持っていない方には「資格確認書」が交付される予
定です
⃝�「資格確認書」を医療機関などの窓口で提示し、今
までと同様に医療給付を受けることができます

申・問 神栖教室　長寿介護課　　　　  ℡0299-91-1700
　　　 波崎教室　はさき福祉センター  ℡0479-48-5150

2025年度 高齢者生きがい講座 講師募集

※�予算の議決状況により、内容が変更とな
る場合があります

　高齢者を対象にした生きが
い講座の講師を募集します。

募集講座
　各講座の実施時間は約2時
間です。
　各講座の実施日時は、各教
室にお問い合わせください。

神栖教室
●カラオケ
●ヨーガ
●健康吹き矢
●籐工芸
●ダーツ
●折り紙
●民謡

波崎教室
●カラオケ
●ヨーガ
●健康吹き矢
●絵手紙
●盆栽園芸
●民謡
●陶芸

対象＝各講座に関する知識、経験など
がある方
申込方法＝申込書を申込先へ持参
※�申込書は、申込窓口か市ホームペー
ジで入手可能

申込期間＝12月2日（月）～16日（月）
選考方法＝書類選考など

　空気の乾燥した季節が訪れ、火災が起きやすくなっています。火災の主な原因は、火の不始末など人
による不注意がほとんどです。火の取り扱いには、一人一人が十分に注意しましょう。

問 防災安全課  ℡0299-90-1149火災に注意！

2024年度全国統一防火標語　「守りたい　未来があるから　火の用心」

野焼きは法律で禁止されています 周辺の野焼きでお困りの場合は
●�平日の午前8時30分～午後5時15分
　市役所または神栖警察署にご連絡ください。
●�平日の上記時間帯以外、土・日曜日、祝日
　神栖警察署へご連絡ください。

　木の枝や雑草、その他家庭のごみなどを野外で
焼却する「野焼き」は、法律で禁止されています。
ごみは必ず市のルールに従って適切に処分してく
ださい。
　また、事業活動によって生じたごみや残さなど
は、各事業者が責任を持って法律に基づき適切に
処分してください。

野焼きは禁止 問 【神栖市役所】●廃棄物対策課  ℡0299-90-1530
　 【神栖警察署】●110番 または ℡0299-90-0110

問 農林課  ℡0299-90-1008

農業者の廃棄物処理の方法
●�残さ（野菜の収穫後に残る茎や葉）…出荷団体ごとに回収（有料）を
行なっています。各出荷団体にお問い合わせください。また所属
団体での回収がない場合は、個別に産業廃棄物処理業者に委託し
てください。

● 農業用廃プラスチック…神栖市農業用廃プラスチック収集対策協
議会で集団回収（有料）を行なっています。詳しくは農林課にお問
い合わせください。個人で処理する場合は産業廃棄物処理業者に
委託してください。

　農業残さや農業用資材（廃プラ
スチック）は、各事業者（農家）が
責任を持って適切に処分しましょ
う。営農活動の一環であっても、
農業残さの野焼きは認められてい
ません。またビニール類、プラス
チック類はいかなる場合において
も、焼却禁止です。

農業残さ・農業用廃プラスチックは適切な処分を
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